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福島県土木部ＩＣＴ活用工事（小規模土工）実施要領 新旧表 

頁 新 旧 

 

 

５ 実施証明

書 

１～４ （省略） 

  

５ 実施証明書 

ＩＣＴ活用工事実施証明書 

  発注者は、ＩＣＴ活用工事を実施し、その竣工検査に合格した受注者に対して、福島県工事実施証明書発行事務運用

基準に定める実施運用を発行するものとする。（発注方式、実施プロセス数に関わらない） 

                           （削除）                          

   

 

附則 

本実施要領は、令和５年３月１日以降に土木部が起工する工事に適用する。 

 

附則 

本実施要領は、令和６年４月１日以降に土木部が起工する工事に適用する。 

 

附則 

   本実施要領は、令和７年４月１日以降に土木部が起工する工事に適用する。 

    

 

１～４ （省略） 

  

５ 実施証明書 

ＩＣＴ活用工事実施証明書 

  発注者は、ＩＣＴ活用工事を実施し、その竣工検査に合格した受注者に対して、福島県工事実施証明書発行事務運用

基準に定める実施運用を発行するものとする。 

   なお、発行の対象となるＩＣＴ活用工事は、「発注者指定型」及び「受注者希望型で全てのプロセスを実施した工事」

とする。 

   

附則 

本実施要領は、令和５年３月１日以降に土木部が起工する工事に適用する。 

 

附則 

本実施要領は、令和６年４月１日以降に土木部が起工する工事に適用する。 

 

 

 


